
 

13.賛助企業に関する規程 

（賛助企業の目的） 

第１条 一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター(以下当センターという)定款第２条１か

ら５に揚げる当センターの目的に賛同し協力する団体を賛助企業とする。 

（賛助企業の資格） 

第２条 入会金及び年間会費の納入をもって当センターの賛助企業とする。 

（様式第 1号－１、２） 

（賛助企業に対する優待） 

第３条 賛助企業は、当センターは以下の特典および優待を提供する。 

（特典） 

（１）センターホームページバナーの設置 

（２）センターが主催する研修会（WEB・実技）での広報（休憩時間の放映・フライヤー配布

等） 

（３）センターが主催する研修会（WEB・実技）における企画権の付与 

（自社が関連する研究、機器の効果や実例を 90分（1コマ）で紹介・周知する） 

（４）大阪府理学療法学術集会（以下学会）での企業展示ブース優先選択権の付与 

（５）総合理学療法学での広告掲載 

（６）センター発行ニュースでの広告掲載 

（７）共同研究・新製品のモニター・デモ機使用のマッチング 

（企業側要望を把握し会員（実臨床における使用者・究者者）とのマッチング） 

（８）交流会への参加 

（優待） 

（１）学会協賛金の 30％引き（企業セミナー、企業展示、バナー設置、抄録広告掲載料） 

 

（賛助企業の入会金及び会費） 

第４条 入会及び会費は下記の通りとする。 

（１）賛助企業の入会金及び会費を下記の通りとする。 

ア 入会金 30,000円（消費税込） 

イ 年間会費 70,000円（消費税込） 

尚、入会金は賛助企業になった初回年度にのみ納入する。 

（２）会費はその年度の６月 30日までに納入する。 



 

（３）当センターに納入された会費は、予算に計上し、当センターの運営費に当てる。 

（４）年度途中で退会した場合は、入金済みの会費の返還は行わない。 

 

（入会の承認） 

第５条 賛助企業は入会申込書による理事会の審査を経て承認する。 

賛助企業の申込先 

（一社）大阪府理学療法士会生涯学習センター事務局 

〒540-0028 大阪市中央区常盤町１－４－１２常盤セントラルビル 301号 

TEL 06-942-7233 FAX 06-942-7211 

会費納入先 

銀行口座 銀行名 三井住友銀行 

口座種類 普通預金 

支店名 上町支店（店番号１０６） 

口座番号 １４３７５１１ 

口座名義 一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター 

 

（賛助企業の任意退会） 

第６条 任意退会については下記の通りとする。 

（１） 一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター定款第 13 条により、賛助企業は、

退会届を理事長に提出して、退会することができる。（様式第２号） 

（２） 退会後は直ちに第３条の掲載を中止するものとし、入金済みの入会金及び年間会費はい

かなる理由があっても返金はしない。 

（改廃） 

第７条 本規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。 

(附則) 本規程は令和２年 11月１日から施行する。 

本規程の変更は、令和６年８月 13日から施行する。 

 

  


